	保安管理規程
	分    類
	  業務(規)－（保）

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日


  
                           第  １章    総    則
      (目   的)  
 第  １条  この規程は ｢環境保安管理規程｣に基づき会社の保安管理活動の円滑な運営に
         より保安の確保と災害の防止を図ることを目的とする。

                           第  ２章    保安管理の組織と任務
     （保安統括者）
 第  ２条  保安統括者は工場長とし、工場全体を指揮し次の業務を統括管理する。　　　　＊
       １．従業員の危険を防止するための措置。
       ２．従業員の保安のための教育の実施。
       ３．災害の原因調査及び再発防止対策。
       ４．会社の保安対策に関する事項。
       ５．その他会社災害発生防止のための必要な事項。

     （保安管理の責任分担）
 第  ３条  
       ①．保安管理の責任は各設備の運転部署とする。　　　　　　　　　　　　　　　　＊
       ②．品質管理室は、会社の保安管理の実施に関し、立案、計画、推進、指導、援助　＊
       　 、調製及び勧告を行う。
       ③．各関係部署は、各機能によって製造部署の行う保安管理に対して協力、援助を　＊
         行うと共に、自己部署の保安管理については、各々責任を負う。　　　　　　　　＊

     （火気取締）
 第  ４条
           会社内での火災の発生を防止するため、業務（規）－（保）07-01「火気取締　＊
　　　　規程」を別に定める。

                           第  ３章    会    議
     （対策委員会）
 第  ５条
      ①．保安統括者の判断により、随時「対策委員会」を開催し問題を解決する。
      ②．委員の構成メンバ－はその問題の規模に応じて、適宣編成する。
      ③．委員会の決定事項で重要な物に関し、必要に応じて安全衛生委員会等で報告す
        る。 
                           第  ４章    教育訓練

     （教育訓練）
 第  ６条  保安教育訓練は、年間実行計画に基づき，日常業務を通じて行う。

     （社外教育）
 第  ７条  職場教育訓練の他、必要の都度社外専門機関による受講等を行わせ、訓練の充
         実と有資格者の増加を図る。

                           第  ５章    緊急時の措置

     （教育訓練）
 第  ８条  緊急時に対処するため、災害発生時に於ける連絡方法、初期防災のための行動
         基準等を「緊急時の手引」に定め、災害を最小限に止める。


                           第  ６章    雑    規
     （規程の管理）
 第  ９条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。  　　　　　　　　　　　　　　　　＊
                                 付    則
           ①  この細則は１９９５年１０月  １日より施行する。
2 ２００１年１０月１日一部改訂
3 ２０１３年　８月１日一部改訂












